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エコ協力店いわて認定制度実施要領 

 

改正前 改正後 

（略） 

 

（認定） 

第４ 第３第１項の認定を受けようとする協力店の代表者（以下「認定申請者」

という。）は、エコ協力店いわて認定申請書（様式第１号）（以下「認定申

請書」という。）を指定ＮＰＯ等に提出するものとする。ただし、複数の協

力店の認定を同時に受けようとする認定申請者は、次に掲げる事項にすべ

て当てはまる場合は、２店舗目以降の認定申請書及び取組計画書兼報告書

を、認定を受けたい複数の協力店の一覧表（店舗名、住所、連絡先が記載）

に代えることができる。 

  (1) 認定申請者が同じ経営方針のもと 11店舗以上を営んでいること。 

  (2) 認定を受けたい複数の協力店が同じ取組項目を設定していること。 

 ２ 指定ＮＰＯ等は、第３に定める認定の基準に基づき、認定申請書の審査

及び認定申請者に対する指導、助言を行う。 

 ３ 指定ＮＰＯ等は、認定の申請に対する審査に当たって、申請のあった店

舗の実地調査を行うものとする。 

 ４ 指定ＮＰＯ等は、審査の結果、第３第１項の認定を行うことが適当であ

ると認められるときは、県及び認定申請のあった協力店の店舗の所在地を

管轄する市町村等に通知するものとする。 

 ５ 知事及び第３第４項の規定により認定を行うこととした市町村長（以下

「知事等」という。）は、前項の審査の結果に基づき、第３第１項の認定を

行うものとする。 

 ６ 知事等は、第３第１項の認定をしたときは、認定申請者に対しエコショ

ップいわて、エコレストランいわて、エコホテルいわて認定証（様式第２

号）（以下「認定証」という。）及び別に定める認定プレート等（以下「認

定プレート等」という。）を交付するものとする。 

（略） 

 

（認定） 

第４ 第３第１項の認定を受けようとする協力店の代表者（以下「認定申請者」

という。）は、エコ協力店いわて認定申請書（様式第１号）（以下「認定申

請書」という。）を指定ＮＰＯ等に提出するものとする。ただし、複数の協

力店の認定を同時に受けようとする認定申請者は、次に掲げる事項の全て

に当てはまる場合は、２店舗目以降の認定申請書及び取組計画兼報告書を、

認定を受けたい複数の協力店の一覧表（店舗名、住所、連絡策が記載）に

代えることができる。 

  (1) 認定申請者が同じ経営方針のもと 11店舗以上を営んでいること。 

  (2) 認定を受けたい複数の協力店が同じ取組項目を設定していること。 

 ２ 指定ＮＰＯ等は、第３に定める認定の基準に基づき、認定申請書の審査

及び認定申請者に対する指導、助言を行う。 

 ３ 指定ＮＰＯ等は、認定の申請に対する審査に当たって、申請のあった店

舗の実地調査を行うものとする。 

４ 指定ＮＰＯ等は、審査の結果、第３第１項の認定を行うことが適当であ

ると認められるときは、県及び認定申請のあった協力店の店舗の所在地を

管轄する市町村等に通知するものとする。 

 ５ 知事及び第３第４項の規定により認定を行うこととした市町村長（以下

「知事等」という。）は、前項の審査の結果に基づき、第３第 1項の認定を

行うものとする。 

 ６ 知事等は、第３第１項の認定をしたときは、認定申請者に対しエコショ

ップいわて、エコレストランいわて、エコホテルいわて認定証（様式第２

号）（以下「認定証」という。）及び別に定める認定プレート等（以下「認

定プレート等」という。）を交付するものとする。 
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改正前 改正後 

 ７ 認定の有効期間は、認定の日の翌日から起算して３年間とする。 

 

（認定の更新） 

第５ 第４第７項の有効期間は、認定店の代表者の申請に基づき、更新するこ

とができる。 

 ２ 前項の規定により認定の有効期間の更新を受けようとする認定店の代表

者は、当該有効期間の満了の日の前までに、エコ協力店いわて認定更新申

請書（様式第３号）を指定ＮＰＯ等に提出しなければならない。 

 ３ 前項の申請に当たっては、原則として、取組項目の数が前回認定を受け

たときの取組項目の数を下回ってはならないものとする。 

 ４ 第１項の更新が行われた場合、有効期間の満了後であっても、更新の日

までの間は認定を受けているものとみなす。 

 ５ 第４第２項から第７項までの規定は、認定の更新について準用する。 

 

（変更の認定） 

第６ （略） 

 

（変更の届出） 

第７ （略） 

 

（廃止の届出） 

第８ （略） 

 

（ロゴマークなどの使用） 

第９ （略） 

 

（認定店の責務） 

第 10 （略） 

 ７ （削る） 

 

（認定の更新） 

第５ （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更の認定） 

第５ （略） 

 

（変更の届出） 

第６ （略） 

 

（廃止の届出） 

第７ （略） 

 

（ロゴマークなどの使用） 

第８ （略） 

 

（認定店の責務） 

第９ （略） 
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改正前 改正後 

 

（報告、助言及び指導） 

第 11 （略） 

 

（認定の取消） 

第 12 知事等は、認定店が次の各号のいずれかに該当する場合には、第３第１

項認定を取り消すことができる。 

  (1) 認定店が、取組計画に沿った取組を実施していないと認められた場合 

  (2) 法令に違反するなど、認定店として適当でないと認められた場合 

  (3) 第 10に規定する指導等に従わない場合 

 ２ 前項第１号から第３号までのいずれかに該当して認定の取消しを行う場

合は、指定ＮＰＯ等は知事等の意見を聴くものとする。 

 ３ 第１項の規定より認定を取り消された協力店代表者は、認定証及び認定

プレート等を指定ＮＰＯ等に返還しなければならない 

 

（表彰） 

第 13 （略） 

 

（補足） 

第 14 （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告、助言及び指導） 

第 10 （略） 

 

（認定の取消） 

第 11 知事等は、認定店が次の各号のいずれかに該当する場合には、第３第１

項認定を取り消すことができる。 

  (1) 認定店が取組計画に沿った取組を実施していないと認められた場合 

  (2) 法令に違反するなど、認定店として適当でないと認められた場合 

  (3) 第 10に規定する指導等に従わない場合 

 ２ 前項第１号から第３号までのいずれかに該当して認定の取消しを行う場

合は、指定ＮＰＯ等は、知事等の意見を聞くものとする。 

 ３ 第１項の規定より認定を取り消された協力店代表者は、認定証、認定プ

レート等を指定ＮＰＯ等に返還しなければならない。 

 

（表彰） 

第 12 （略） 

 

（補足） 

第 13 （略） 

  附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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改正前 改正後 

様式第１号（第４関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第４関係）  
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜任意様式＞ 取組内容確認シート （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

改正前 改正後 

様式第２号（第４関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第４関係） 
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改正前 改正後 

様式第３号（第５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第５関係） （削る） 
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改正前 改正後 

様式第４号（第６関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第５関係） 
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改正前 改正後 

様式第５号（第７関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第６関係） 
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改正前 改正後 

様式第６号（第８関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第７関係） 
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改正前 改正後 

様式第７号（様式第１号関係） 

（略） 

 

別表 

（略） 

 

 

 

 

 

 

様式第６号（様式第１号関係） 

（略） 

 

別表 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 


